
 
 

令和７年度前橋市住宅リフォーム補助金交付要項 

 

令和７年４月１日から適用 

取扱担当課 

  前橋市役所建築住宅課（８階）     電話  ８９８－６８３３（直通） 

                                         ２２４－１１１１（内線３８３３） 

 

交付目的  前橋市内の施工業者に依頼して行う住宅リフォーム工事に対し、補

助金を交付することにより、住宅環境の向上と地域経済の活性化を図

ることを目的とします。 

内

容 

対象の住宅  対象となる住宅は、次のすべてに該当する住宅とします。 

１ 築２０年以上※1経過している自己居住用の住宅※2 

２ 過去に前橋市住宅リフォーム補助金を受けていない住宅 

※１ 建築年が平成１７年以前の住宅を対象とします。 

※２ 戸建て住宅のほか店舗等併用住宅は住宅部分、マンション等 

の共同住宅は個人専有部分とします。 

【注】ここでいう住宅とは、完全に区画された建物で、「１つ以上の

居住室があり、専用の炊事用流し（台所）、トイレ、出入口」の４つ

の設備要件を満たしている、「１つの世帯が独立して家庭生活を営む

ことができる」ように建築された建物とします。 

補助対象者  補助対象者は、次のすべてに該当する個人とします。 

１ 申請及び着工前に前橋市役所建築住宅課に申込みを行なった方 

２ 改修する住宅の所有者またはそのご家族で、かつ、その住宅に居

住（住民登録）している成人の方 

３ 市税の未納がない方 

４ 暴力団排除に関する要件 

 次に掲げる事項の全てに該当すること。 

（1）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）でないこと。 

（2）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう以下同

じ。）でないこと。 

（3）暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でな

いこと。 

（4）暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者で

ないこと。 

（5）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしている者でないこと。 

（6）暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与す

るなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又

は関与している者でないこと。 

（7）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利

用している者でないこと。 

（8）暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 



 
 

対象の工事  対象となる工事は、次のすべてに該当する工事とします。 

１ 建物の外壁や屋根ならびに建物本体にかかる改修や修繕工事 

２ 前橋市内の業者が行う、対象工事費が税抜き１５万円（税込み 

１６万５千円）以上の工事 

※ 前橋市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者 

３ 未着工の工事で、令和８年３月１３日（金）までに実績報告書の 

提出ができる工事 

４ 国または本市等が実施する他の補助金を受けていない工事 

対象外の工

事 

 以下の工事（費用）は対象になりません。 

１ 設計費、各種手数料 

２ 外構や造園工事 

３ 太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置、改修工事 

４ 下水道接続工事、浄化槽の取替え、修繕、撤去工事 

５ 物置、車庫等の附属構築物の改修ならびに設置費用 

６ 給湯器、エコキュート、照明器具、家電製品、レンジフード（換 

気扇）、コンロ（ガス、ＩＨ式）など機器単体の交換・設置 

７ 製品機器のみの購入 

８ 他の補助事業に関係する工事費用等 

交付金額 交付金額は、対象となる工事費用※の３分の１以内で上限８万円と

します。 

※ 消費税及び地方消費税を除いた費用を対象費用とし、１，０００円 

未満の端数は切り捨てとします。 

交付回数  補助金の交付は１住宅当たり１回限りとします。 

交付条件 １ 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規則

第３４号）、この要項及び補助金交付決定通知書に記載の交付条件を

遵守し、事業を行わなければなりません。 

２ 補助対象者は、実地調査及び補助事業の遂行に関する報告に応じ

ることを求められた場合は、これに応じなければなりません。 

交

付

手

続

等 

申込み １ 補助対象者は、令和７年５月１日（木）から同年５月３１日（土）

までに専用のフォームで申込みを行ってください。 

２ 申込みを行った住宅を建築年の古い順から７５０件を対象としま

す。該当者には補助金交付申請書を郵送します。 

※ 申込み期間に対象件数に達しなかった場合は追加募集します。 

交付申請の

方法 

申込みにより該当となった補助対象者（以下「申請者」という。）は、

工事開始前に次の書類を提出してください。最終の受付は、令和７年

１２月２６日（金）までとします。 

 (1) 補助金交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

（2）改修する住宅の所在と種類ならびに建築年が分かるものの写し 

  ※固定資産税課税明細書、土地・家屋名寄帳等 

（3）申請者が改修する住宅に居住（住民登録）していることが分か

るものの写し 

  ※住民票、運転免許証等の公的証明書 

(4) 工事見積書の写し（工事内容と費用の内訳が分かるもの） 

※見積書記載の業者住所が前橋市内であるもの 

※国または本市等の他の補助金を申請する場合は、その補助金の 

対象となる部分が分かる見積書の写し 



 
 

(5) 改修する家の全景と工事場所の写真（施工前） 

    ※カラーで鮮明なもの 

交付決定  申請書類等の審査及び調査を行い、交付の可否、金額等を決定し、

補助金交付決定通知書（様式第２号）を申請者に通知します。 

※ 補助金額は見積書の金額で決定するため、申請後の増額変更は

できません。ただし、支払額が見積書の金額より減額になった場合

は、補助金額は減額になります。 

変更申請の

方法 

１ 契約の相手方を変更した場合や大幅に工事の内容を変更した場合

は、遅滞なく次の書類を提出してください。 

(1) 変更承認申請書（様式第３号） 

(2) 変更後の工事見積書の写し 

２ 変更承認申請書類等の審査及び調査を行い、交付の可否、金額等

を決定し変更承認通知書（様式第４号）を申請者に通知します。 

実

績

報

告

等 

実績報告書

の提出 

１ 申請者は、工事完了日または領収書が発行された日から３０日以

内に次の書類を提出してください。最終の提出期限は令和８年３月

１３日（金）とします。 

 (1) 実績報告書（様式第５号） 

 (2) 施工業者が発行する工事領収書の写し 

※ 領収書記載の業者住所が前橋市内であるもの 

※ 金融機関の振込受付書など、業者住所および業者名が記載さ

れていないものは不可とします。 

※領収金額が税抜き１５万円（税込み１６万５千円）以上のもの 

 (3) 工事完了箇所の写真（施工後） 

（4）通帳の表紙裏の写し 

  （金融機関名、支店名、口座番号、カナ氏名が分かる部分） 

  ※通帳が発行されていない場合は、上記内容が分かるもの 

２ 実績報告書類の審査及び調査を行い、補助金の額を確定し、補助

金額確定通知書（様式第６号）を申請者に通知します。 

補助金の請

求 

申請者は、補助金額の確定後、次の書類により補助金を請求してく

ださい。 

(1) 補助金交付請求書（様式第７号） 

取

下

げ

等 

交付決定の

取消し、また

は補助金の

返還 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部または一部が取り消されま

す。 

 (1) 偽りその他不正な手段により交付決定または交付を受けたとき 

 (2) 要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき 

２ 補助金の交付を受けた後、補助金の交付を取り消された場合、取

消しに係る部分の金額を指定された期日までに返還しなければな

りません。 

取下げ申請

の方法 

１ 補助対象工事が中止となった場合や実績報告書の提出ができない

場合は、取下げ書（様式第８号）を提出してください。 

２ 受理後、取下げ通知書（様式第９号）を申請者に通知します。 



 
 

様

式 

申請書等の

書式 

１ 補助金交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

２ 補助金交付決定通知書（様式第２号） 

３ 変更承認申請書（様式第３号） 

４ 変更承認通知書（様式第４号） 

５ 実績報告書（様式第５号） 

６ 補助金額確定通知書（様式第６号） 

７ 補助金交付請求書（様式第７号） 

８ 取下げ書（様式第８号） 

９ 取下げ通知書（様式第９号） 

 


